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大山町告示第３４号 

 

 平成１９年第４回大山町議会臨時会を次のとおり招集する 

 

平成１９年５月７日 

                        大山町長 山 口 隆 之 

 

１ 日 時  平成１９年５月１０日 午後１時３０分 

２ 場 所  大山町役場議場 

 

                                                                                 

 

○開会日に応招した議員 

   近 藤 大 介          西 尾 寿 博 

 吉 原 美智恵          遠 藤 幸 子 

   敦 賀 亀 義          森 田 増 範 

 川 島 正 寿          岩 井 美保子  

 秋 田 美喜雄          尾 古 博 文  

 諸 遊 壌 司          足 立 敏 雄  

 小 原 力 三          岡 田   聰  

 二 宮 淳 一                椎 木   学  

 野 口 俊 明                沢 田 正 己     

 荒 松 廣 志                西 山 富三郎     

 鹿 島   功 

                                                                                 

 

○応招しなかった議員  

         なし 
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第 ４ 回 大 山 町 議 会 臨 時 会 会 議 録 

平成１９年５月１０日（木曜日） 

                                                                                  

議 事 日 程 

                   平成１９年５月１０日 午後１時３０分開会 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 会期の決定について 

日程第 ３ 議案第 70 号  専決処分の承認を求めることについて 

（大山町税条例の一部を改正する条例） 

日程第 ４  議案第 71 号 専決処分の承認を求めることについて 

（大山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第 ５  議案第 72 号 専決処分の承認を求めることについて 

（工事請負変更契約の締結について(大山町情報通信基盤整備事業建

設工事）) 

日程第 ６  議案第 73 号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成 18 年度大山町一般会計補正予算（第 10 号）） 

日程第 ７  議案第 74 号 専決処分の承認を求めることについて  

(平成 18 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算（第 5 号）) 

日程第 ８  議案第 75 号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成 18 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算（第 5 号）） 

日程第 ９  議案第 76 号 物品購入契約の締結について（中山第 1、第 3 分団消防ポンプ 

自車購入） 

日程第 10  議案第 77 号 教育委員会委員の任命について 

日程第 11  常任委員会委員の選任について 

日程第 12  常任委員長・副委員長の互選結果の報告について 

日程第 13  議会運営委員会委員の選任について 

日程第 14  議会運営委員長・副委員長の互選結果の報告について 

日程第 15 議員派遣について 

                                                                                             

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 会期の決定について 
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日程第 ３ 議案第 70 号  専決処分の承認を求めることについて 

（大山町税条例の一部を改正する条例） 

日程第 ４  議案第 71 号 専決処分の承認を求めることについて 

（大山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第 ５  議案第 72 号 専決処分の承認を求めることについて 

（工事請負変更契約の締結について(大山町情報通信基盤整備事業建

設工事）) 

日程第 ６  議案第 73 号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成 18 年度大山町一般会計補正予算（第 10 号）） 

日程第 ７  議案第 74 号 専決処分の承認を求めることについて  

(平成 18 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算（第 5 号）) 

日程第 ８  議案第 75 号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成 18 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算（第 5 号）） 

日程第 ９  議案第 76 号 物品購入契約の締結について（中山第 1、第 3 分団消防ポンプ 

自車購入） 

日程第 10  議案第 77 号 教育委員会委員の任命について 

日程第 11  常任委員会委員の選任について 

日程第 12  常任委員長・副委員長の互選結果の報告について 

日程第 13  議会運営委員会委員の選任について 

日程第 14  議会運営委員長・副委員長の互選結果の報告について 

日程第 15 議員派遣について 

────────────────・───・───────────────── 

出席議員（２１名） 

１番 近 藤 大 介        ２番 西 尾 寿 博 

３番 吉 原 美智恵        ４番 遠 藤 幸 子 

５番 敦 賀 亀 義        ６番 森 田 増 範 

７番 川 島 正 寿        ８番 岩 井 美保子  

９番 秋 田 美喜雄       １０番 尾 古 博 文  

１１番 諸 遊 壌 司       １２番 足 立 敏 雄  

１３番 小 原 力 三       １４番 岡 田   聰  

１５番 二 宮 淳 一             １６番 椎 木   学  

１７番 野 口 俊 明             １８番 沢 田 正 己     

１９番 荒 松 廣 志             ２０番 西 山 富三郎     

２１番 鹿 島   功 

────────────────・───・───────────────── 
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欠席議員（なし） 

────────────────・───・───────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 …………………諸 遊 雅 照     書記 …………………汐 田 美 穂 

────────────────・───・───────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………山 口 隆 之     副町長…………………田 中 祥 二 

教育長 ………………山 田   晋     大山支所長……………河 崎 博 光 

中山支所長 …………福 田 勝 清     教育次長………………狩 野   実 

総務課長 ……………田 中   豊     企画情報課長…………小 谷 正 寿 

税務課長 ……………野 間 一 成     水道課長 ……………小 西 正 記 

────────────────・───・───────────────── 

午後１時３０分 開会 

○局長（諸遊 雅照君） 互礼を行います。一同起立。礼。着席。 

────────────────・───・───────────────── 

  開会・開議・議事日程 

○議長（鹿島 功君） ただ今の出席議員は２１人です。定足数に達していますので、平成

１９年第４回大山町議会臨時会を開会いたします。 

これから、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第 1 会議録署名議員の指名について 

○議長（鹿島 功君） 日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録署

名議員は、会議規則第１１８条の規定によって１０番 尾古博文君、１１番 諸遊壌司君を指

名いたします。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第２ 会期の決定について 

○議長（鹿島 功君） 日程第２、会期の決定についてを議題にします。 

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。ご異議ありません

か。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日 1 日限りと決定いた

しました。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第３ 議案第７０号 

○議長（鹿島 功君） 日程第３、議案第７０号 専決処分の承認を求めることについて（大
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山町税条例の一部を改正する条例）を議題にいたします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（山口 隆之君） ただいまご上程いただきました議案第７０号 専決処分の承認を

求めることについて、専決処分をいたしました大山町税条例の一部を改正する条例について

提案理由のご説明をいたします。 

本案は、地方税法の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令等が、

平成１９年３月３０日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、早急に大山町

税条例を改正する必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成１９

年３月３０日付で専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告し承認

を求めるものであります。 

改正の主な内容といたしましては、上場株式等の譲渡所得等に対する税率の特例措置の適

用期限の延長、高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額措置の創設等のほか、信託法

の制定に伴う所要の規定の整備等を行ったものでございます。 

以上で議案第７０号の提案理由の説明を終わります。 

○議長（鹿島 功君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから、議案第７０

号を採決します。お諮りします。本案は、承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって議案第７０号は、承認することに決定し

ました。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第４ 議案第７１号 

○議長（鹿島 功君） 日程第４、議案第７１号 専決処分の承認を求めることについて（大

山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を議題にいたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（山口 隆之君） ただいまご上程をいただきました議案第７１号 専決処分の承認

を求めることについて、専決処分をいたしました大山町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例について、提案理由のご説明をいたします。 

本案は、地方税法の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令等が、

平成１９年３月３０日に公布され同年４月１日から施行されたことに伴い、早急に大山町国

民健康保険税条例を改正する必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、 

平成１９年３月３０日付で専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により議会に報
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告し承認を求めるものであります。 

改正の内容といたしましては、基礎課税額に係る課税限度額を５６万円に引き上げるもの

で、本年４月１日から施行し、平成１９年度分からの国民健康保険税に適用するものでござ

います。以上で議案第７１号の提案理由の説明を終わります。 

○議長（鹿島 功君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。１番、近藤大介君。 

○議員（１番 近藤 大介君） 改正されます条例について、第１４条でですね、国民健康

保険税の最高額が５３万から５６万に引き上げられるということのようでございます。これ

によりまして、国民健康保険税、どの程度の増収が見込まれるのか、あるいは最高額に達せ

られる世帯をどの程度見込んでおられるのか、答弁をお願いいたします。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口 隆之君） 近藤議員さんからの質問には担当課長から答弁させていただきま

す。 

○議長（鹿島 功君） 税務課長。 

○税務課長（野間 一成君） 近藤議員さんのご質問にお答えさせていただきます。この３

月に確定申告を行いまして、ただいま集計中でございます。したがいまして、所得の中身が

はっきりしませんので‥しません。それから、国保税条例の保険料の率の改正もまた今年度

も予定をされることでございますので、どれぐらいの税収になるかというような積算はして

おりません。 

ただ、この課税限度に該当する世帯につきましては、１７年度、１８年度とも１３０所帯

だったと思いますので、これに該当するのもそれぐらいな数だというふうに理解はしており

ます。以上でございます。 

○議長（鹿島 功君） 他に質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから、議案第７１

号を採決します。お諮りします。本案は、承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって議案第７１号は、承認することに決定し

ました。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第５ 議案第７２号 

○議長（鹿島 功君） 日程第５、議案第７２号 専決処分の承認を求めることについて（工

事請負変更契約の締結について（大山町情報通信基盤整備事業建設工事））を議題にいたし
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ます。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（山口 隆之君） ただいまご上程をいただきました議案第７２号 専決処分の承認

を求めることについて、専決処分をいたしました大山町情報通信基盤整備事業建設工事の工

事請負変更契約の締結について提案理由のご説明をいたします。 

本案は、平成１８年５月１６日に締結した大山町情報通信基盤整備事業建設工事請負契約

について、ＯＮＵ取り付け工事が遅れたこと、さらにインターネットの契約希望者が予想を

大幅に上回ったため通信機器が不足をし、これの製造納入に４カ月かかることから、工期を

変更する必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成１９年３月２

６日付けで専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告し承認を求め

るものであります。 

変更の内容といたしましては、工期の終期を平成１９年３月２６日から平成１９年７月３

１日に変更したものであります。契約の目的、契約金額、契約の相手方には変更ありません。 

以上で、議案第７２号の提案理由の説明を終わります。 

○議長（鹿島 功君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。９番、秋田美喜雄

君。 

○議員（９番 秋田 美喜雄君） ただいま工期遅れの説明があったわけですけれど、これ

住民説明はなされているのか、その辺をちょっと伺っておきたいと思います。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口 隆之君） 秋田議員さんからの質問には担当課長から答弁させていただきま

す。 

○議長（鹿島 功君） 企画情報課長。 

○企画情報課長（小谷 正寿君） 秋田議員さんのご質問に答弁させていただきます。住民

説明はなされているのかというご質問でございます。これにつきましては、３月１３日でご

ざいましたか、議会の総務委員会の際に、鹿島議長さんの方から工事が遅れるなら遅れるな

りに、住民説明の防災無線を使ったお知らせをしなさいというご指摘がございまして、３月

１９日に防災無線で工事が遅れることを皆さんに周知申し上げております。 

それから、ＯＮＵの取り付け工事、これの連絡が取れないお宅、これにつきましては、昨

日個人宛に意志の再確認ですね、当初は申し込まれておりましたけれど、その後正式契約が

成されないということがありますので、本当に付けられるのかどうか、意志確認のお知らせ

をするように通知を出したところでございます。以上です。 

○議長（鹿島 功君） ９番、秋田美喜雄君。 

○議員（９番 秋田 美喜雄君） ということは、７月でもう確実に全家庭でなら大山チャ

ンネルが見れると、確約していただけますか。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口 隆之君） 再質問には担当課長から答弁させていただきます。 
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○議長（鹿島 功君） 企画情報課長。 

○企画情報課長（小谷 正寿君） 再質問にお答えいたします。工期を変更させていただき

ました７月３１日と言いますのは、ＯＮＵの取り付け工事、町の工事はここまででございま

して、大山チャンネルが見れるかどうかといいますのはそれから先、中海テレビが、中海テ

レビの指定電気店にＯＮＵからテレビまでの宅内の配線の工事をさせておりますが、これが

済まないとその家庭では大山チャンネルあるいは多チャンネル放送を見ることができないと

いうことでございますので、その辺は区別して考える必要があると思います。 

○議長（鹿島 功君） どうですか。９番、秋田美喜雄君。 

○議員（９番 秋田 美喜雄君） ちょっとよう分かりませんですが、あのね、今宅内配線

つないでありますよね。いる家庭もありますよね、今大山チャンネル、字幕だけですよね、

映像は流れていませんよね、多分。中海テレビ、大山チャンネルとして。多分そうじゃあな

いかと。で、まあ宅内配線が済んだ家庭はそういうふうにして見ておられるけど、大山チャ

ンネルの映像が映らないという。で、今の説明では、その宅内工事が済んだ家は見れるとい

うような取り方をしたんですけれど、その辺どうなんですか。 

○議長（鹿島 功君） ちょっとその辺分かるように、町長。 

○町長（山口 隆之君） はい、秋田議員さんの再質問に答弁させていただきます。中海の

工事が終わって多チャンネル、これが使えるようになるのが、今課長が言った答弁のとおり

であります。あとその大山チャンネルの映像、要は大山町独自の放送というのが、じゃあい

つ頃から見えるようになるのかということだというふうに思いますが、実はそれにつきまし

ては今内部でも協議をしているところでございます。今回のようなこういった議会の中継、

あるいは町の行事等そういったものを大山チャンネルで住民の皆さんにお知らせをするとい

うことが大きな目的の一つにあるわけでございますので、それをいつから開始をするかとい

うことになるわけでありますけれど、先ほどから申し上げておりますように、宅内への工事

がまだ進んでいない家庭がたくさんあります。今の予定でいきますと、それでもだんだん今、

電気店の調整をしながら、ご本人さんにも、連絡をして急がれる方については、電気店を変

更してでも早く見れるようにという希望の方は申し出てくださいよということを個々にあた

りながら、今その調整をしておりまして、だいたいそれも７月の終わり頃には、だいたい目

処がたつのかなというふうな報告は聞いております。で、基本的に５月の、今月の終わりで

約６０％ぐらいの希望の家庭には、宅内配線終わるのかなという報告を受けておりまして、

で、それからの調整でいって６月末、あるいは７月までにどのくらいな進捗状況になるかと

いうことを確認しながら、いつから映像の放送をしようかということを今協議をしていると

ころであります。と、いいますのが、町の放送、議会の放送というもの、いろんな放送、流

すのはいいんですが、その流すと見れない人にとってみれば「なんで見れんだ」というとこ

ろの思いが出てくると思っておりますので、ある程度の宅内工事が見込めた時点で、いつか

ら始めるかというふうなことも検討する必要があるんではないかなということを今考えてお
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るところでありまして、その開始をするのを８月１日にするか、９月１日からにするか、そ

こらへんのところを今中海等も、それから内部の体制も含めて今検討しておるところでござ

いますので、そういったこともまた周知をさせていただけたらというふうに思っているとこ

ろです。以上です。 

○議長（鹿島 功君） 他に質疑ありませんか。８番、岩井美保子君。 

○議員（８番 岩井 美保子君） この問題につきましては、全員協議会でも話し合いがな

されたことであります。内容につきまして、あの場では不明確でしたのでちょっとここでそ

の後どういう話合いをされたのかお聞きしておきたいと思います。 

 申し上げ難いですが、この期間が遅れたことに対してのペナルティーの問題も出ました。

こういう問題はどのように解決をされたのか、少し伺っておきたいと思います。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口 隆之君） 岩井議員さんの質問に答弁させていただきますが、全員協議会の

場でもご説明を申し上げましたように、まだ工事、一応工事期間中でございますので、いず

れにしても、その工期の遅れによる責任といいますか、その分につきましては、工事約款な

り、あるいは法的なものに照らし合わせながら、どういったことが業者に請求ができるのか、

あるいは対応していただけるのかということ、これからわれわれとしても協議をしながら対

応してまいりたいと思っておりまして、まだ具体的に今、具体的なペナルティーの問題につ

いての協議はしておりませんけれど、まだ工期は７月までありますので、いずれにしてもそ

ういったことに照らし合わせながら当然対応してまいりたいというふうに考えておるところ

であります。以上です。 

○議長（鹿島 功君） ８番、岩井美保子君。 

○議員（８番 岩井 美保子君） ただいまの説明で納得はしたんですが、今までにですね、

何回もこういうことで、ごたごたしてきまして、もう本当に信用というものが、私たちの気

持ちから離れていってるようなことがありました。これしっかりと受け止めまして、きちん

とした対応でよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口 隆之君） 岩井議員さんに答弁させていただきますが、そこら辺重々われわ

れとしても業者、事業者の皆さん、あるいは管理をいただくエネコムさん等も含めて、きち

っと連携をとりながら、いろんな内容な工事の進め方をしておるところでございますので、

ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。 

○議長（鹿島 功君） 他に質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 
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○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから、議案第７２

号を採決します。お諮りします。本案は、承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第７２号は、承認することに決定

しました。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第６ 議案第７３号 

○議長（鹿島 功君） 日程第６、議案第７３号 専決処分の承認を求めることについて（平

成１８年度大山町一般会計補正予算（第１０号））を議題にいたします。提案理由の説明を

求めます。町長。 

○町長（山口 隆之君） ただいまご上程をいただきました議案第７３号  専決処分の承認

を求めることについて、平成１８年度大山町一般会計補正予算（第１０号））について提案

理由のご説明をいたします。 

本案は、地方譲与税等の譲与金・交付金の額の確定、地域情報基盤整備事業の工期延長な

どにともない、財政見通しに変更が生じましたので、歳入歳出予算の過不足を調整するため、

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成１９年３月３０日付で専決処分をいたしま

したので、同条第３項の規定により議会に報告し承認を求めるものであります。 

この補正予算第１０号は、既定の歳入歳出予算の総額から３５０万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を１３３億６，０２３万７，０００円としております。 

次に、第１表を歳入から各款をおってご説明申し上げます。 

第１０款地方譲与税では、３５万６，０００円の減額であります。これは、第１０項自動

車重量譲与税４５万４，０００円の増額と第１５項地方道路譲与税８１万円の減額を調整し

ております。 

第１５款利子割交付金５，０００円の増額は、第５項利子割交付金の額の確定によるもの

であります。 

第１６款配当割交付金１３万８，０００円の減額は、第５項配当割交付金の額の確定によ

るものであります。 

第１７款株式等譲渡所得割交付金２，０００円の増額は、第５項株式等譲渡所得割交付金

の額の確定によるものであります。 

第２０款ゴルフ場利用税交付金９万６，０００円の増額は、第５項ゴルフ場利用税交付金

の額の確定によるものであります。 

第２５款自動車取得税交付金１，０００円の減額は、第５項自動車取得税交付金の額の確

定によるものであります。 

第４０款交通安全対策特別交付金１３万９，０００円の増額は、第５項交通安全対策特別

交付金の額の確定によるものであります。 
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第４５款分担金及び負担金２５万７，０００円の減額は、第５項分担金で、新農業水利シ

ステムセミハード事業分担金の減額であります。 

第５０款使用料及び手数料１３３万９，０００円の増額は、第５項使用料で、土木費使用

料の道路橋梁費使用料７６万７，０００円の減額と住宅費使用料２１０万６，０００円の増

額によるものであります。 

 第５５款国庫支出金１８９万５，０００円の増額は、第５項国庫負担金で、児童措置費国

庫負担金４３７万５，０００円の増額、第１０項国庫補助金で、公共土木施設災害復旧費国

庫補助金１４２万２，０００円の減額及び第１５項委託金で、国民年金事務費委託金１０５

万８，０００円の減額によるものであります。 

第６０款県支出金１，２２５万３，０００円の減額の主なものは、第１０項県補助金で、

アスベスト緊急撤去支援事業補助金２０２万１，０００円の増、合併支援交付金４７５万６，

０００円の減、隣保館建設費補助金３９０万９，０００円の減、合併処理浄化槽設置整備事

業補助金１４１万７，０００円の減、新農業水利システム保全対策事業補助金１０２万４，

０００円の減など、第１５項委託金で、知事及び県議会議員選挙費２６９万円を実績見込み

により減額いたしております。 

第６５款財産収入６４３万８，０００円の減額は、第５項財産運用収入で、土地建物貸付

収入１６３万８，０００円の減、第１０項財産売払収入で、土地売払い収入４８６万６，０

００円の減によるものであります。 

 第７０款寄附金６７８万９，０００円の減額は、第５項寄附金の一般寄附金の減額による

ものであります。  

第７５款繰入金５６３万円の増額は、第５項特別会計繰入金で、平成１７年度分医療費精

算による老人保健特別会計からの繰入金を見込んだことによるものであります。 

第８０款繰越金は３２９万５，０００円の増額であります。 

 第８５款諸収入１，３７３万１，０００円の増額の主なものは、第２５項雑入で、財産収

入から振り替えの職員の駐車場使用料金３６４万４，０００円の増、阿弥陀川橋梁架け替え

に伴う補償費４２０万１，０００円の増などであります。 

 第９０款町債は３４０万円の減額で、第５項町債の教育債で合併特例債を見込んでいた名

和学校給食センター改修事業費の減による特例債の減額であります。 

 次に歳出について、ご説明申し上げます。 

第１０款総務費では、６，７５４万５，０００円の増額であります。その主なものは、第

５項総務管理費の一般管理費で、実績見込みにより複写機借上げ料１９０万円の減額、財政

調整基金への積立金７，６３９万９，０００円の増額、合併支援事業基金積立金４７５万６，

０００円の減額、第２０項選挙費では、知事選挙費及び県議会議員選挙費合わせて２６９万

円の減額であります。 

第１５款民生費は、１３１万９，０００円の減額であります。その主なものは、第５項社
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会福祉費の同和対策施設費で、隣保館建設費の確定に伴い関係経費１９７万８，０００円の

減額であります。 

 第２０款衛生費は、１，８０６万５，０００円の減額であります。その主なものは、第５

項保健衛生費の予防費で、予防接種・各種健康診断等委託料７６０万円の減額と、第１０項

清掃費の塵芥処理費で、施設修繕料、廃棄物焼却処理委託料など７１６万７，０００円の減

額、し尿処理費で合併処理浄化槽設置費補助金２４７万５，０００円の減を実績によりそれ

ぞれ調整いたしております。 

 第３０款農林水産業費は、５，３２９万円の減額であります。その主なものは、第５項農

業費の農業振興費で、大山ブランド開発支援事業補助金、二十世紀梨再生促進事業補助金等

２４０万７，０００円を、農地費で、農業集落排水事業特別会計繰出金４，７０３万２，０

００円をそれぞれ実績見込みにより減額し調整しております。第１０項林業費の林業振興費

では、額の確定により鳥取県林業・木材産業構造改革事業補助金１５９万５，０００円を減

額しております。 

第４０款土木費は、１，１３２万２，０００円の増額であります。その主なものは、第５

項土木管理費の土木総務費で、道路台帳補正業務変更委託料１０５万３，０００円の減額、

第１０項道路橋梁費の道路維持費で、実績により除雪作業委託料４３６万９，０００円の減

額と町道維持補修工事費６７万７，０００円の減額、第３０項下水道費の公共下水道費では、

公共下水道事業特別会計繰出金１，９００万７，０００円を実績見込みにより増額しており

ます。 

第５０款教育費は、５４６万５，０００円の減額であります。その主なものは、第２５項

保健体育費で、名和学校給食センター米飯用改修工事費３０８万７，０００円を入札により

減額いたしております。 

 第６０款災害復旧費は、４２２万８，０００円の減額であります。これは、第５項災害復

旧費の公共土木施設災害復旧費で、大谷川オオサンショウウオ調査業務委託費４０万円の減

と町道峯小竹線２号災害復旧工事ほか１１箇所の災害復旧工事費３８２万８，０００円の入

札による減額であります。 

 次に総括表６ページの「第２表繰越明許費補正」についてでありますが、議案第７２号で

ご説明いたしました「平成１８年度の情報通信基盤整備事業」の明許繰越の限度額を２億８，

２３６万１，０００円と定めさせていただいております。 

 また、総括表７ページの「第３表地方債補正」では、合併特例事業債の限度額を３４０万

円減額し、２６億９，０６０万円といたしております。以上で、議案第７３号の説明を終わ

ります。 

○議長（鹿島 功君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。１７番、野口俊明

君。 

○議員（１７番 野口 俊明君） ６ページ、総務費県の補助金で、アスベスト緊急撤去支
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援事業補助金が２０２万１，０００円ですか、増ということですが、これの増になった内容

等お知らせ願いたいと思います。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口 隆之君） 野口議員さんの質問には担当課長から答弁させていただきます。 

○議長（鹿島 功君） 総務課長。 

○総務課長（田中 豊君） ただいまの野口議員さんのご質問にお答えいたします。アスベ

スト緊急撤去支援事業補助金につきましては、これまでの予算の中では県補助金を見込んで

おりませんでして、今回確定しましたので、２０２万１，０００円を計上させていただいて

おります。この補助金につきましては、国が３分の１、県が４分の１、町が１２分の１を負

担いたしまして、残り３分１が事業者の負担ということでの補助金でございます。以上です。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 野口議員いいですか。他に質疑あリませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑終わります。これから討論をおこない

ます。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから、議案第７３

号を採決します。お諮りします。本案は、承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第７３号は、承認することに決定

しました。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第７ 議案第７４号 

○議長（鹿島 功君） 日程第７、議案第７４号 専決処分の承認を求めることについて（平

成１８年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号））を議題にいたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（山口 隆之君） ただいまご上程をいただきました議案第７４号 専決処分の承認

を求めることについて（平成１８年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号））

について、提案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき平成１９年３月３０日付で専決処分

いたしましたので、同条第３項の規定により本議会に報告し、承認を求めるものであります。 

既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６,１２３万２，０００円を減額し、歳入

歳出それぞれ１０億８,８１２万４，０００円とするものであります。 

補正内容について歳入から説明いたします。 

 第２５款繰入金の４,７０３万２，０００円の減額は、一般会計からの繰入金の減額を見込
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んでいます。 

 第４０款町債の１,４２０万円の減額は、農業集落排水整備事業に要する起債借入額の減に

よるものであります。 

次に歳出についてご説明いたします。 

 第５款事業費の５，４７５万５，０００円の減額は、下水道工事費、水道管移転補償費の

額の実績見込みによる減額等が主なものであります。 

 第１０款公債費の６４７万７，０００円の減額は借入れ利息の減等が主なものであります。 

以上で議案第７４号の提案理由の説明を終わります。 

○議長（鹿島 功君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから、議案第７４

号を採決します。お諮りします。本案は、承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第７４号は、承認することに決定

しました。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第８ 議案第７５号 

○議長（鹿島 功君） 日程第８、議案第７５号 専決処分の承認を求めることについて（平

成１８年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号））を議題にいたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（山口 隆之君） ただいまご上程をいただきました議案第７５号 専決処分の承認

を求めることについて（平成１８年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号））

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき平成１９年３月３０日付で専決処分

をいたしましたので、同条第３項の規定により本議会に報告し、承認を求めるものでありま

す。 

既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３,３８９万３，０００円を減額し、歳入

歳出それぞれ６億７,６７２万７，０００円とするものであります。 

補正内容について歳入からご説明いたします。 

第５款分担金及び負担金の２７０万円の増額は、公共下水道事業の加入分担金の増を見込

んでおります。 

 第２０款繰入金の１,９００万７，０００円の増額は、一般会計からの繰入金の増額を見込
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んでおります。 

 第３５款町債の５，５６０万円の減額は、事業費の工事請負費の減額、水道管移転補償費

の減額によるものであります。 

次に歳出についてご説明いたします。 

 第５款事業費の２，７７０万５，０００円の減額は、公共下水道施設整備費の工事請負費、

水道管移転補償費の実績見込みによるものであります。 

第１０款公債費の６１８万８，０００円は借り入れ利息等を実績等を実績見込みにより減

額しております。以上で議案第７５号の提案理由の説明を終わります。 

○議長（鹿島 功君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。１６番、椎木学君。 

○議員（１６番 椎木 学君） 歳出の４ページでございますが、水道管の移転補償費３７

８万ですね、農集の場合、３，０００万からの減額になっておりますけれど、この差は多め

に組むというのは以前説明を受けたとあるんですけれど、この程度の差はどういうところか

ら由来しているのでしょうか。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口 隆之君） 椎木議員さんの質問には担当課長から答弁させていただきます。  

○議長（鹿島 功君） 水道課長。 

○水道課長（小西 正記君） 水道管の移転補償費の減でございますが、これにつきまして

は、町が管理をしております水道、町水道でございますが、これの移転工事を補償費という

ことで、水道会計の方にお金を支出しております。その分の実績がさほど、こちらのほうが

予定していたほど、掛からなかったということで、契約、水道会計と下水道会計の契約上で

決算をし清算をし、減額をしたものでございます。以上です。 

○議長（鹿島 功君） ６番、椎木 学君。 

○議員（１６番 椎木 学君） 今の説明は十分分かるんですけれど、私が質問したのは、

公共と農集で、これだけの差が出ているのはどういうことでしょうかということを聞いたん

ですが。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口 隆之君） 椎木議員さんの再質問には担当課長から答弁させていただきます。  

○議長（鹿島 功君） 水道課長。 

○水道課長（小西 正記君） 公共と農集の額の差でございますが、公共下水道会計でおき

まして工事いたしましたのは、上高田という集落、１集落をメインにしてやった工事でござ

います。農業集落排水関係でございますが、これは倉谷、小竹、下木料等かなり道幅の狭い

水道管がいろんなところに走ってる区域をやったために、それぞれ水道管の本管の移設が必

要だったということで、それぞれが実績によって金額を算定しておりますので、そのことは

ご理解願いたいというふうに思います。 

〔「了解」と呼ぶ者あり 〕 
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○議長（鹿島 功君） 他に質疑ありませんか。１番、近藤大介君。 

○議員（１番 近藤 大介君） 同じく４ページでございます。歳出、公共下水道施設整備

費に関してでございますが、財源の方をみますと、地方債が、ごめんなさい、工事でいきま

すと２，０００数百万円が工事が減額になっておるんですが、その財源をみますと地方債で

５，５００万円が財源として減額になっておりまして、変わりに一般財源が２，５００万の

増額となっております。地方債が少なくなってその分一般財源で、充てられたことについて

もう少し詳しく説明をお願いいたします。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口 隆之君） 近藤議員さんの質問には担当課長から答弁させていただきます。  

○議長（鹿島 功君） 水道課長。 

○水道課長（小西 正記君） この財源の変更というものでございますが、特に顕著なもの

といたしまして、高規格道路の料金所として確保してあるところに、国土交通省の方から下

水管を引っ張って欲しいというふうな申し入れがございました。ここの区域については、下

水道の計画区域外のところでございまして、その部分に対しては、国の補助金、あるいは起

債の対象というふうなものがありませんので、単独費を使って工事を施工しております。 

 それと国道９号線の下水管の埋設してあった場所がございます。具体的には山陰合同銀行

前から、役場の前のあたりまでなんですが、その間は一度埋設した下水管を国土交通省の改

修によって、埋めかえるというふうなことになっております。この下水管について、再度の

起債あるいは補助金が出ないということでの一般会計の繰入金でございます。 

それからもう一点、水道の方でもやはり同じことが言えまして、水道の補償費については、

減耗というものがあります。その減耗の部分については、水道会計の方の負担軽減をはかる

ために、一般会計から繰り入れをしていただいて、その水道会計の方に、負担をかけないよ

うにという措置を講じたために一般会計からの繰り入れ金が増えたものでございます。全体

的な５，５００万の減額につきましては、起債の方の減額につきましては、この部分につき

ましては、全体の工事費が、トータルで減っているということでございます。以上です。 

○議長（鹿島 功君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから、議案第７５

号を採決します。 

お諮りします。本案は、承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第７５号は、承認することに決定
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しました。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第９ 議案第７６号 

○議長（鹿島 功君） 日程第９、議案第７６号 物品購入契約の締結について（中山第 1、

第３分団消防ポンプ自動車購入）を議題にいたします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（山口 隆之君） ただいまご上程いただきました議案第７６号 物品購入契約の締

結について（中山第１・第３分団消防ポンプ自動車購入）の提案理由のご説明をいたします。 

 本案は、物品購入契約を締結することについて、地方自治法第９６条第１項第８号及び大

山町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、

本議会の議決を求めるものであります。 

老朽化しておりました、中山第１・第３分団の消防ポンプ自動車の更新について、去る４

月２６日に、県内の３業者を指名し、指名競争入札を実施しましたが、３回の入札が不調の

ため見積徴取の随意契約に変更し最低入札者に改めて見積書を提出させた結果、税込み金額

３，６７５万円で決定をし、鳥取市古海３５６番地１ 株式会社吉谷機械製作所 取締役社

長吉谷典雄と４月２７日に物品購入仮契約を締結したところであります。 

なお、納入期限は、本契約締結日から１４０日を予定いたしております。以上で、議案第

７６号の提案理由の説明を終わります。 

○議長（鹿島 功君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから、議案第７６

号を採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願

います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第７６号は、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第１０ 議案第７７号 

○議長（鹿島 功君） 日程第１０、議案第７７号 教育委員会委員の任命についてを議題

にいたします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（山口 隆之君） ただいまご上程いただきました議案第７７号 教育委員会委員の

任命について、提案理由のご説明をいたします。 

本案は、大山町唐王６８３番地 小原康正さんを大山町教育委員会委員に任命いたしたく、
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求める

ものであります。 

小原さんは、昭和３９年から長きに渡り小学校教員として勤務され、大山西小学校長を最

後に平成１２年３月に退職されました。その後は、大山町中央公民館長を経て、平成１７年

５月１２日からは、大山町教育委員会委員長としてご活躍をいただいているところでありま

す。 

来たる５月１１日をもって任期満了となりますが、人格・見識とも適任と考えますので、

再任にご同意を賜りますようお願い申し上げ、提案理由のご説明を終わります。 

○議長（鹿島 功君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、諸遊壌司

君。 

○議員（１１番 諸遊 壌司君） 今町長の説明がありましたけれど、小原康正さん、私も

よく知っております。人格・見識ある方ですけれど、体の調子が悪い、出会うたんびに調子

が悪いだがん、調子が悪いんだがんって言っておられまして、病院からそういう会合に来ら

れたこともありますし、本人が承諾されたらいいんですけれど、無理やりに頼まれたことな

らば、まあ命あってのものでございますのでね、教育長も多分よく知っておられると思いま

すけれど、病気のことなんか、どうなんでしょうか。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口 隆之君） 諸遊さんの質問に答弁させていただきます。ご心配のむき、一時

そういう病気がちな時もございましたが、この頃は大変体調もよくなっておられまして、お

元気でございまして、私も直接お話をさせていただきましたが、意欲も十分にお持ちでござ

いますし、健康の方も十分に、昔のような走り回るほどの元気はないようでありますけれど、

健康の方も十分に対応できるということでありますので、期待をさせていただいて私の方か

らもお願いさせていただいたということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「了解」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 他に質疑はありませか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから、議案第７７

号を採決します。お諮りします。本案は、これに同意することに賛成の方は、起立願います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、議案第７７号はこれに同意することに

決定いたしました。 

────────────────・───・───────────────── 
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日程第１1 常任委員会委員の選任について 

○議長（鹿島 功君） 日程第１１、常任委員会委員の選任を行います。 

お諮りします。常任委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、議長

が会議にはかって指名することになっていますが、協議していただき、それによって指名し

たいと思います。ここで暫時休憩いたしたいと思います。 

午後２時２２分 休憩 

────────────────・───・───────────────── 

（職員 退場） 

午後３時１０分 再開 

○議長（鹿島 功君） 再開いたします。休憩前に引き続き、会議を開きます。常任委員の

指名をいたします。 

おはかりします。総務常任委員に鹿島 功、西尾寿博君、西山富三郎君、荒松廣志君、二

宮淳一君、遠藤幸子君、椎木 学君、以上７人を。教育民生常任委員に、秋田美喜雄君、野

口俊明君、岩井美保子君、川島正寿君、吉原美智恵君、岡田 聰君、小原力三君、以上７名

を。経済建設常任委員に、沢田正己君、尾古博文君、敦賀亀義君、近藤大介君、足立敏雄君、

諸遊壌司君、森田副議長、以上７名をそれぞれ指名したいと思います。 

ご異議ありませんか。   

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鹿島 功君） 異議なしと認めます。したがって、常任委員は、ただいま指名した

とおりそれぞれ選任することに決定しました。 

しばらく休憩いたします。その間、それぞれ委員会を開催して正副委員長を互選してくだ

さい。 

午後３時１２分 休憩 

────────────────・───・───────────────── 

午後３時２７分 再開 

日程第１２  常任委員長・副委員長の互選結果の報告 

○議長（鹿島 功君） 再開します。休憩前に引き続きの会議を開きます。 

 日程第１２、常任委員長・副委員長の互選結果を報告いたします。 

総務常任委員長に椎木 学君、副委員長に西尾寿博君。教育民生常任委員長に秋田美喜雄

君、副委員長に吉原美智恵君。経済建設常任委員長に足立敏雄君、副委員長に諸遊壌司君が、

それぞれ選任されました。以上で結果報告を終わります。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第１３ 議会運営委員会委員の選任 

○議長（鹿島 功君） 日程第１３、議会運営委員会委員の選任を行います。議会運営委員

の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、議長が会議にはかって指名する
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ことになっています。ここで休憩します。 

午後３時２９分 休憩 

────────────────・───・───────────────── 

午後３時４１分 再開 

○議長（鹿島 功君） それでは再開いたします。議会運営委員の選任については、委員会

条例第７条第１項の規定により、議長が会議にはかって指名することになっています。 

議会運営委員に、椎木 学君、荒松廣志君、秋田美喜雄君、岩井美保子君、足立敏雄君、

敦賀亀義君、以上６人を指名したいと思います。ご異議ありませんか。   

〔「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員は、ただいま指名

したとおり選任することに決定しました。   

しばらく休憩します。議会運営委員会を開催して、委員長副委員長を互選してください。 

午後３時４２分 休憩 

────────────────・───・───────────────── 

午後３時５０分 再開 

日程第１４  議会運営委員会委員長・副委員長の互選結果の報告 

○議長（鹿島 功君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第１４、議会運営委員会の委員長・副委員長の互選結果を報告します。議会運営委員

長に荒松廣志君、副委員長に岩井美保子君が選任されました。以上で結果報告を終わります。 

 ────────────────・───・───────────────── 

日程第１５ 議員派遣について 

○議長（鹿島 功君） 日程第１５、議員派遣についてを議題にします。 

 会議規則第１１９条の規定により、お手元にお配りしましたとおり、議員の派遣をしたい

と思います。 

お諮りします。議員派遣をすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鹿島 功君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣することに決定しまし

た。 

────────────────・───・───────────────── 

閉会宣告 

○議長（鹿島 功君） これで、本臨時会の会議に付議された事件は、全部終了しました。 

会議を閉じます。平成１９年第４回大山町議会臨時会を閉会いたします。 

○局長（諸遊 雅照君） 互礼を行います。一同起立。礼。 

────────────────・───・───────────────── 

午後３時５１分 閉会 
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